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タ イ ト ル
平成２１年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交

付金に係る損害賠償請求事件の訴えの提起について

議決日
令和２年９月２５日

議案第８１号：訴えの提起について（別紙のとおり）

当事者
原告：和光市

被告：東内京一（元職員・令和元年８月１４日付け懲戒免職）

事件の内容

平成２２年３月２５日付けで国から平成２１年度地域介

護・福祉空間整備等施設整備交付金４５，０００，０００円

の交付決定を受け、本交付金を財源として、同年４月９日に

交付金対象事業者に対して、平成２１年度地域密着型サービ

ス拠点整備補助金４５，０００，０００円を交付した。その

後、会計検査院から本交付金が交付要件を満たしていない旨

を指摘され、平成２６年６月３０日に国へ、本交付金４５，

０００，０００円に加算金１１，１１０，５００円を加えた

５６，１１０，５００円を返還した。

令和２年２月に実施した調査において、東内京一が、本交

付金の申請等に関し、不適切な指示等を行った可能性がある

ことが判明したため、その不正行為により市が被った損害の

賠償請求を求める訴えの提起をするものである。

請求の趣旨

市が国に返還した５６，１１０，５００円に弁護士費用相

当額５，６１１，０５０円を加えた損害賠償金６１，７２１，

５５０円及び訴訟費用の負担を求めるものである。

提訴日・提出先 １０月中旬にさいたま地方裁判所へ提出予定

問い合わせ先

担 当 課

課 名 長寿あんしん課

氏 名 課長 田中 克則

電 話 ０４８－４６４－１１１１（内線２１４５）



議案第８１号

訴えの提起について

次のとおり損害賠償請求事件に関し訴えを提起することについて議決を求める。

１ 相手方 住 所 埼玉県新座市栄五丁目１２番２６号

氏 名 東内 京一

２ 事件名 損害賠償請求事件

３ 事件の内容及び請求の趣旨

平成２２年３月２５日付けで国から平成２１年度地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金４５，０００，０００円の交付決定を受け、本交付金を財源として、同年４

月９日に交付金対象事業者に対して、平成２１年度地域密着型サービス拠点整備補助

金４５，０００，０００円を交付した。

その後、会計検査院から本交付金が交付要件を満たしていない旨を指摘され、平成

２６年６月３０日に国へ、本交付金４５，０００，０００円に加算金１１，１１０，

５００円を加えた５６，１１０，５００円を返還した。

令和２年２月に実施した調査において,東内京一が、本交付金の申請等に関し、不

適切な指示等を行った可能性があることが判明したため、市が国に返還した５６，１

１０，５００円に弁護士費用相当額５，６１１，０５０円を加えた損害賠償金６１，

７２１，５５０円及び訴訟費用の負担を求める。

４ 事件に関する取扱い

⑴ 弁護士を代理人に選任し、訴訟を遂行する。

⑵ 訴訟において損害賠償請求が容認されないときは、上訴するものとする。

⑶ 訴訟遂行上の過程において必要がある場合は、適当と認める条件で和解すること

ができる。

令和２年９月２５日提出

和光市長 松本 武洋

提 案 理 由

損害賠償請求事件に関し訴えを提起したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号の

規定により、この案を提出するものである。


